
　

令　和　４　年　度

瀬戸市下水道事業会計補正予算

５年市長提出第２０号議案

(第　３　号）



 



第１条

第２条

　「1,219,756千円」を「1,174,856千円」に改める。

2,371,784 千円 △ 12,406 千円 2,359,378 千円

1,493,531 千円 △ 12,406 千円 1,481,125 千円

2,307,744 千円 △ 12,728 千円 2,295,016 千円

2,179,652 千円 △ 9,915 千円 2,169,737 千円

123,089 千円 △ 2,813 千円 120,276 千円

第４条

支　　　　　　　　　　出

　の予定額を次のとおり補正する。

第２項 営 業 外 費 用

予算第４条本文括弧中「437,138千円」を「428,270千円」に、｢64,427千円」を

「60,421千円」に、「286,519千円」を「281,657千円」に改め、資本的収入及び支出

令和４年度瀬戸市下水道事業会計補正予算（第３号）

　による。

令和４年度瀬戸市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中

令和４年度瀬戸市下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところ

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　（補正予定額） 　　（計）

収　　　　　　　　　　入

第１款 下水道事業収益

第１款 下水道事業費用

第１項 営 業 費 用

　（科　　　目） 　　（既決予定額）

第２項 営 業 外 収 益



千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

利　率

第５項 負 担 金 等 78,304 千円 △ 2,406 75,898

第１款 資 本 的 支 出

補 助 金

668,500

111,612

1,438,154 1,393,150

16,875 337,625

121,285

企 業 債 718,300

　（科　　　目）

320,750 千円

千円

　　（計）　 （既決予定額）　　（補正予定額）

△ 45,004

収　　　　　　　　　　入

第１款 資 本 的 収 入

第３項 他会計補助金 △ 9,673

千円 △ 49,800第１項

千円

第５条　予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

第１項

△ 53,872

補　正　前 補　正　後

654,436

支　　　　　　　　　　出

第４項

△ 44,900

1,821,4201,875,292 千円

1,174,856

645,464

償還の方法

千円

限度額

補 正 前
と 同 じ

起債の方法起債の方法

668,500
補 正 前
と 同 じ

4.0％
以内

（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
公的資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該利率
見直し
後の利
率）

補 正 前
と 同 じ

△ 8,972企業債償還金

千円

公共下水道

建 設 事 業

　公的資金
について
は、その融
資条件によ
り、銀行そ
の他の場合
にはその債
権者との協
定によるも
ので償還す
る。
　ただし、
市財政の都
合により、
据置期間及
び償還期間
を短縮し、
若しくは繰
上償還し、
又は低利債
に借換えす
ることがで
きる。

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

起債の目的

千円

建 設 改 良 費 1,219,756

718,300

利　率限度額 償還の方法

第２項 千円



　 　 　 　 　 　 　

第６条　予算第１０条中「566,749千円」を「544,670千円」に改める。

　令和５年２月１４日提出

瀬戸市長　 伊　藤　保　德　


